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事業名
（箇所名）

小国沢大規模特定砂防等事業

実施箇所 青森県平川市小国

主な事業
の諸元

砂防堰堤

担当課
水管理・国土保全局砂防部
砂防計画課

事業
主体

青森県
担当課長名 三上　幸三

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和5年度

総事業費
（億円）

4.5

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・当渓流は流域面積A=1.79k㎡、平均渓床勾配約5°の土石流危険渓流であり、流域の地質は主に砂岩及び軽石凝灰岩、シルト岩、安産岩溶
岩を主体とする。
・流域内は、渓床に不安定土砂が厚く堆積しており、渓床勾配も急であるため、二次侵食による土石流発生の可能性が高い。
・現在流域に砂防施設が1基整備されているが、整備率が低いため、豪雨の際には土砂・洪水氾濫や土石流が発生し、保全対象である国道454
号（第二次緊急輸送路）、人家16戸に被害を及ぼす恐れが高く、地域生活等や経済への影響が懸念される。

＜達成すべき目標＞
・当渓流において降雨により下流へ流出する土砂について対策施設の整備を行い、土砂・洪水氾濫による国道454号等への被害を軽減する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

残事業費（+10%～-10%） 2.4 2.8

C:総費用(億円) 5.3
EIRR
（％）

11.9

全体事業（Ｂ／Ｃ）

B-C 8.5B/C 2.6

便益の主
な根拠

想定氾濫面積：4.0ha　　人家数：16戸　　主要交通機関：国道454号

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度

B:総便益
(億円)

14

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

資産（-10%～+10%） 2.5 2.7

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、
① 計画規模の豪雨による土石流被害について、被害が想定される人家が16戸から0戸に軽減する。
② 計画規模の豪雨による土砂・洪水氾濫が発生しても、第二次緊急輸送路である国道454号が保全される。

感度分析 残工期（+10%～-10%） 2.6 2.6

＜新規事業採択時評価＞

1



小国沢大規模特定砂防等事業　位置図

【凡例】

●：事業箇所

位置図
青森県

小国沢大規模特定砂防等事業
おぐにさわ

国道454号（緊急輸送路）

砂防堰堤計画地

2
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事業名
（箇所名）

目倉石沢大規模特定砂防等事業

実施箇所 青森県青森市浪岡細野

主な事業
の諸元

堆積工、砂防堰堤、渓流保全工

担当課
水管理・国土保全局砂防部
砂防計画課

事業
主体

青森県
担当課長名 三上　幸三

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和6年度

総事業費
（億円）

3.3

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・当渓流は目倉石沢：流域面積A=0.16k㎡、平均渓床勾配約4°、上目倉石沢：流域面積A=0.04k㎡、平均渓床勾配約7°の土石流危険渓流で
あり、流域の地質は主に第四紀の八戸軽石流や八甲田火山第２期火砕流堆積物を主体とする。
・流域内は、渓床に不安定土砂が厚く堆積しており、渓床勾配も急であるため、二次侵食による土石流発生の可能性が高い。
・現在流域に砂防施設が未整備のため、豪雨の際には土砂・洪水氾濫や土石流が発生し、保全対象である市道目倉石線（避難路）、人家26戸
に被害を及ぼす恐れが高く、地域生活等や経済への影響が懸念される。

＜達成すべき目標＞
・当渓流において降雨により下流へ流出する土砂について対策施設の整備を行い、土砂・洪水氾濫による市道目倉石線等への被害を軽減す
る。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

残事業費（+10%～-10%） 2.4 2.6

C:総費用(億円) 9.2
EIRR
（％）

11.1

全体事業（Ｂ／Ｃ）

B-C 13.4B/C 2.4

便益の主
な根拠

想定氾濫面積：52.8ha　　人家数：26戸　　主要交通機関：市道目倉石線

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成30年度
B:総便益
(億円)

22

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

資産（-10%～+10%） 2.3 2.6

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、
① 計画規模の豪雨による土石流被害について、被害が想定される人家が26戸から0戸に軽減する。
② 計画規模の豪雨による土砂・洪水氾濫が発生しても、避難路である市道目倉石線が保全される。

感度分析
残工期（+10%～-10%） 2.4 2.5

＜新規事業採択時評価＞

3



目倉石沢大規模特定砂防等事業　位置図

【凡例】

●：事業箇所

位置図
青森県

目倉石沢大規模特定砂防等事業
めくらいしざわ

砂防堰堤計画地

堆積工計画地

市道目倉石線

（避難路）

4
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担当課長名 三上　幸三

実施箇所 岩手県釜石市

事業名
（箇所名）

天神の沢（４）大規模特定砂防等事業
担当課

水管理・国土保全局砂防部
砂防計画課

事業
主体

岩手県

主な事業
の諸元

砂防堰堤２基、渓流保全工

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和6年度

総事業費
（億円）

7.9

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・天神の沢（４）は、保全対象として人家165戸、釜石市役所新庁舎建設予定地、国道45号及び要配慮者利用施設等がある土石流危険渓流で
あり、渓岸浸食が進行し、渓床に不安定土砂が堆積している。
・平成14年7月の台風６号の際には土砂流出が発生するなど、土砂・洪水氾濫等が発生した際は、甚大な被害のおそれがあり、地域生活等や
経済への影響が懸念される。

＜達成すべき目標＞
　砂防堰堤を整備することにより、土砂・洪水氾濫等から、保全対象人家165戸、釜石市役所新庁舎建設予定地等の被害を軽減する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

令和元年度
B:総便益
(億円)

148 C:総費用(億円) 7.4 B/C 20.1 B-C 140.6

便益の主
な根拠

想定氾濫面積　0.06km2　、釜石市市役所建設予定地、　国道45号、市道

事業全体
の投資効
率性

基準年度

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、計画規模の降雨による土砂災害から、人家165戸、釜石市役所新庁舎建設予定地等への被害を軽減する。

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

EIRR
（％）

93.3

感度分析

全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 18.3 22.2
残工期（+10%～-10%） 20.1 20.0
資産（-10%～+10%） 18.8 21.3

＜新規事業採択時評価＞

5



天神の(４)大規模特定砂防等事業　位置図

【凡例】

●：事業箇所

天神の沢(４)

岩手県

釜石市

砂防堰堤計画地

公共施設

（市役所建設予定地）

6
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事業名
（箇所名）

尾崎白浜の沢（３）大規模特定砂防等事業
担当課

水管理・国土保全局砂防部
砂防計画課

事業
主体

岩手県
担当課長名 三上　幸三

実施箇所 岩手県釜石市

主な事業
の諸元

砂防堰堤2基

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和6年度

総事業費
（億円）

4.6

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・尾崎白浜の沢（３）は、その他水系の土石流危険渓流であり、保全対象として人家59戸の他、公共道路（市道）及び公共的建物（簡易郵便局）
がある。
・令和元年10月の台風第19号に伴う豪雨により土砂・洪水氾濫等が発生し、下流人家及び市道が被災している。
・流域内は崩壊地や渓床及び渓岸の浸食等により荒廃している。
・土石流が発生した際は、甚大な被害のおそれがあり、地域生活等や経済への影響が懸念される。

＜達成すべき目標＞
　砂防堰堤を整備することにより、土砂・洪水氾濫等から、保全対象人家59戸、公共道路(市道）及び公共的建物（簡易郵便局）等の被害を軽減
する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

B-C 44.2
EIRR
（％）

46.4

便益の主
な根拠

想定氾濫面積　0.04ｋｍ2、人家59戸、市道、簡易郵便局

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度
B:総便益
(億円)

49 C:総費用(億円) 4.8

残事業費（+10%～-10%） 9.2 11.2

B/C 10.1

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、計画規模の降雨による土砂災害から、人家59戸、公共道路(市道）及び公共的建物（簡易郵便局）の被害を軽
減する。

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

残工期（+10%～-10%） 10.1 10.1
資産（-10%～+10%） 9.5 10.7

感度分析

全体事業（Ｂ／Ｃ）

＜新規事業採択時評価＞

7



尾崎白浜の沢（３）大規模特定砂防等事業　位置図

【凡例】

●：事業箇所

尾崎白浜の沢(３)

岩手県

砂防堰堤計画地

釜石市

市道（迂回路無）

8
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事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、計画規模の降雨による土砂災害から、人家26戸、公共道路(市道）の被害を軽減する。

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

EIRR
（％）

9.5

感度分析

全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 2.0 2.4
残工期（+10%～-10%） 2.2 2.2
資産（-10%～+10%） 2.1 2.3

令和元年度
B:総便益
(億円)

13 C:総費用(億円) 6.1 B/C 2.2 B-C 7.1

便益の主
な根拠

想定氾濫面積　0.07ｋｍ2、人家26戸、市道

事業全体
の投資効
率性

基準年度

総事業費
（億円）

6.8

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・赤前上の沢（２）は、２級河川津軽石川水系の土石流危険渓流であり、保全対象として人家26戸の他、公共道路（市道）がある。
・令和元年10月の台風第19号に伴う豪雨により土砂・洪水氾濫等が発生し、下流人家及び市道、流路が被災している。
・本渓流には砂防堰堤が配置されているが、これより下流の渓岸が浸食等により荒廃している。
・土石流が発生した際は、甚大な被害のおそれがあり、地域生活等や経済への影響が懸念される。

＜達成すべき目標＞
　対策施設を整備することにより、土砂・洪水氾濫等から、保全対象人家26戸、公共道路(市道）等の被害を軽減する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

主な事業
の諸元

渓流保全工　L=815ｍ、床固工15基

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和6年度

担当課長名 三上　幸三

実施箇所 岩手県宮古市

事業名
（箇所名）

赤前上の沢（２）大規模特定砂防等事業
担当課

水管理・国土保全局砂防部
砂防計画課

事業
主体

岩手県

＜新規事業採択時評価＞

9



赤前上の沢（２）大規模特定砂防等事業　位置図

【凡例】

●：事業箇所

市道（迂回路無）

赤前上の沢(２)

岩手県

砂防堰堤計画地

宮古市

10
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その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

C:総費用(億円) 12 B/C

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、計画規模の降雨による土砂・洪水氾濫について、人家265戸、県道米沢南陽白鷹線、山形鉄道フラワー長井
線等への被害を軽減する。

残工期（+10%～-10%） 5.5 5.5
感度分析

全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 5.1 6.1

資産（-10%～+10%） 5.9 5.2

事業名
（箇所名）

織機川大規模特定砂防等事業

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和10年度

実施箇所 山形県南陽市

主な事業
の諸元

砂防堰堤、床固工、遊砂工

担当課
水管理・国土保全局砂防部
砂防計画課

事業
主体

山形県
担当課長名 三上　幸三

便益の主
な根拠

想定氾濫面積：56.3ha　　世帯数：265世帯　　重要公共施設：3施設　　主要交通機関：県道米沢南陽白鷹線、山形鉄道フラワー長井線、等

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度
B:総便益
(億円)

68

総事業費
（億円）

13

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・事業区域では、平成25年に土砂災害が発生しており、人家や県道米沢南陽白鷹線へ土石流等による甚大な被害が生じた。
・その後の豪雨により事業区域の渓流及び河川に土砂堆積がみられ、降雨により土砂・洪水氾濫等が発生した場合、人的被害、公共施設等へ
の被害や県道米沢南陽白鷹等（避難路）の寸断による地域生活等や経済への影響が懸念される。

＜達成すべき目標＞
　漆山地域において降雨が発生した際に、土石流及び流木の発生する可能性が高い渓流において集中的な対策施設の整備を行い、集落等へ
の直接的な被害・防止を軽減するとともに、下流河川に流出土砂量を低減し、土砂・洪水氾濫による被害を軽減する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

EIRR
（％）

25.05.5 B-C 56

＜新規事業採択時評価＞
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織機川　大規模特定砂防等事業　位置図

事業箇所
織機川 通常砂防事業

南陽市役所

米沢市役所

13

113

12



～
～
～

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、計画規模の降雨による土砂・洪水氾濫について、人家104戸、県道升田観音寺線等への被害を軽減する。

残工期（+10%～-10%） 4.2 4.1

B-C 52
EIRR
（％）

18.3

感度分析

全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 4.0 4.3

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度
B:総便益
(億円)

69 C:総費用(億円) 17 B/C 4.2

資産（-10%～+10%） 4.4 3.9

総事業費
（億円）

5.4

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・火山噴出物により事業区域の渓流及び河川に土砂堆積がみられ、降雨により土砂・洪水氾濫等が発生した場合、人的被害、公共施設等への
被害や県道升田観音寺等（避難路）の寸断による地域生活等や経済への影響が懸念される。

＜達成すべき目標＞
　升田地域において降雨が発生した際に、土石流及び流木の発生する可能性が高い渓流において集中的な対策施設の整備を行い、集落等へ
の直接的な被害・防止を軽減するとともに、下流河川に流出土砂量を低減し、土砂・洪水氾濫による被害を軽減する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

便益の主
な根拠

想定氾濫面積：3,740ha　　世帯数：104世帯　　重要公共施設：2施設　　主要交通機関：県道升田観音寺線、等

三上　幸三

実施箇所 山形県酒田市

主な事業
の諸元

床固工、遊砂工

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和10年度

事業名
（箇所名）

日向川大規模特定砂防等事業
担当課

水管理・国土保全局砂防部
砂防計画課

事業
主体

山形県
担当課長名

＜新規事業採択時評価＞
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日向川　大規模特定砂防等事業　位置図

事業箇所

日向川 火山砂防事業

酒田市役所

7

14



～
～
～

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、計画規模の降雨による土砂・洪水氾濫について、人家252戸、3施設、県道白石上山線等への被害を軽減す
る。

残工期（+10%～-10%） 2.3 2.2

B-C 74
EIRR
（％）

9.8

感度分析

全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 2.2 2.3

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度
B:総便益
(億円)

133 C:総費用(億円) 59 B/C 2.2

資産（-10%～+10%） 2.4 2.1

総事業費
（億円）

5.4

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・火山噴出物により事業区域の渓流及び河川に土砂堆積がみられ、降雨により土砂・洪水氾濫等が発生した場合、人的被害、公共施設等への
被害や県道白石上山等（避難路）の寸断による地域生活等や経済への影響が懸念される。

＜達成すべき目標＞
　永野地域において降雨が発生した際に、土石流及び流木の発生する可能性が高い渓流において集中的な対策施設の整備を行い、集落等へ
の直接的な被害・防止を軽減するとともに、下流河川に流出土砂量を低減し、土砂・洪水氾濫による被害を軽減する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

便益の主
な根拠

想定氾濫面積：3,950ha　　世帯数：252世帯　　重要公共施設：3施設　　主要交通機関：県道白石上山線、等

三上　幸三

実施箇所 山形県上山市

主な事業
の諸元

砂防堰堤、床固工、遊砂工

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和10年度

事業名
（箇所名）

蔵王川大規模特定砂防等事業
担当課

水管理・国土保全局砂防部
砂防計画課

事業
主体

山形県
担当課長名

＜新規事業採択時評価＞
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蔵王川　大規模特定砂防等事業　位置図

事業箇所

蔵王川 火山砂防事業

山形市役所

13

上山市役所

16



～
～
～

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、
① 地すべりによる湛水被害が想定される人家38戸から0戸に軽減する。
② 地すべり被害から県道1,000mが保全される。
③二級河川庄内小国川の河道閉塞が未然に防止される。

残工期（+10%～-10%） 1.1 1.1

B-C 0.3
EIRR
（％）

4.4

感度分析

全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 1.0 1.2

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度
B:総便益
(億円)

4.5 C:総費用(億円) 4.2 B/C 1.1

資産（-10%～+10%） 1.1 1.1

総事業費
（億円）

5.0

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・本地区は昭和37年に地すべり防止区域を指定し、地すべり防止工事を実施してきたところであるが、平成31年2月の融雪によって、地すべり防
止区域内の斜面が崩落し、二級河川庄内小国川や周辺の耕作地に土砂が流出し被害が発生した。
・現地には明瞭な地すべり地形がみられ、地すべりブロック上部には多量の崩土が残されていることから、今後の降雨や融雪等による活動の活
発化や土砂流出による被害の拡大が懸念されている。
・地すべりにより庄内小国川が河道閉塞した場合、上流集落の湛水被害が懸念され、人的被害や県道温海川木野俣大岩川線等（緊急輸送路）
の寸断による地域生活等や経済への影響が懸念される。

＜達成すべき目標＞
・地すべり対策事業を実施し、地すべりの安定化を図ることにより、槙代地区の人家38戸、二旧河川庄内小国川、県道温海川木野俣大岩川線
の保全を図る。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

便益の主
な根拠

被害想定区域面積：25ha　　人家数：38戸　　二級河川庄内小国川　　交通機関：県道温海川木野俣大岩川線

三上　幸三

実施箇所 山形県鶴岡市

主な事業
の諸元

地すべり対策工（排土工、法面工）

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和8年度

事業名
（箇所名）

槙の代地区大規模特定砂防等事業
担当課

水管理・国土保全局砂防部
砂防計画課

事業
主体

山形県
担当課長名

＜新規事業採択時評価＞
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槙の代地区 大規模特定砂防等事業　位置図

事業箇所

槙の代地区 地すべり対策事業

鶴岡市役所

7

112

18



～
～
～

担当課長名 三上　幸三

実施箇所 福島県南会津郡只見町

事業名
（箇所名）

叶津川事業間連携砂防等事業
担当課

水管理・国土保全局砂防部
砂防計画課

事業
主体

福島県

主な事業
の諸元

砂防堰堤工（嵩上げ）

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和4年度

総事業費
（億円）

9.3

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・事業区域では、平成２３年新潟福島豪雨により土石流が発生しており、人家や国道２８９号が土石流等による甚大な被害が生じた。
・被災時に多量の土砂が河道に堆積し、次期降雨により土石流が発生する恐れがあり、降雨により土石流が発生した場合、人的被害や国道
289号（避難路）の寸断による地域生活等や経済への影響が懸念される。

＜達成すべき目標＞
・叶津川において降雨が発生した際に、土石流及び流木の発生する可能性が高い渓流において集中的な対策施設の整備を行い、集落や国道
289号への直接的な被害・防止を軽減するとともに、下流河川に流出土砂量を低減し、土石流による被害を軽減する

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

令和元年度
B:総便益
(億円)

21 C:総費用(億円) 11 B/C 1.9 B-C 10

便益の主
な根拠

想定氾濫面積：20ha　保全人家戸数：35戸　重要公共的施設：国道289号

事業全体
の投資効
率性

基準年度

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、計画規模の降雨による土石流について、人家35戸、国道289号への被害を軽減する。

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

EIRR
（％）

8.2

感度分析

全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 1.8 2.1
残工期（+10%～-10%） 1.9 1.9
資産（-10%～+10%） 1.8 2.0

＜新規事業採択時評価＞
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 叶津川事業間連携砂防等事業　位置図

【凡例】

●：事業箇所

位置図 福島県

叶津川

事業間連携砂防等事業

国道２８９号

かのうづ

砂防堰堤工（嵩上げ）

20
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担当課長名 三上　幸三

実施箇所 茨城県常陸大宮市諸沢

事業名
（箇所名）

大塚地区大規模特定砂防等事業
担当課

水管理・国土保全局砂防部
砂防計画課

事業
主体

茨城県

主な事業
の諸元

アンカー工、横ボーリング工

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和5年度

総事業費
（億円）

1.0

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・事業区域では、降雨により地すべりが発生した場合人家や県道山方水府線に甚大な被害が生じると想定され、県道山方水府線が寸断された場
合、地域生活や経済に与える影響は大きい。

＜達成すべき目標＞
・地すべり対策事業を実施し、地すべりの安定化を図ることにより、大塚地区の人命、県道山方水府線等を保全する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

令和元年度
B:総便益
(億円)

11 C:総費用(億円) 4.2 B/C 2.6 B-C 6.8

便益の主
な根拠

被害想定区域：37ha　　世帯数：20世帯　　主要交通機関：県道山方水府線（避難路）

事業全体
の投資効
率性

基準年度

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、計画規模の降雨による地すべりについて、人家20戸、県道山方水府線（避難路）、町道への被害を軽減する。

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

EIRR
（％）

14

感度分析

全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 2.6 2.9
残工期（+10%～-10%） 2.6 2.6
資産（-10%～+10%） 2.6 2.9

＜新規事業採択時評価＞
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大塚地区大規模特定砂防等事業　位置図

【凡例】

●：事業箇所

位置図

茨城県

大塚地区
おおつか

22
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その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

資産（-10%～+10%） 2.3 2.5

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、
① 計画規模の豪雨による土石流被害について、被害が想定される人家が25戸から0戸に軽減する。
② 事業実施により土砂・洪水氾濫区域内人口が59人から0人へ軽減される。

感度分析
残工期（+10%～-10%） 2.4 2.4

EIRR
（％）

11.77

全体事業（Ｂ／Ｃ）

B-C 10.9B/C 2.5

便益の主
な根拠

想定氾濫面積：124ha　　世帯数：25世帯　　　主要交通機関：日立市道

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度
B:総便益
(億円)

18

残事業費（+10%～-10%） 2.2 2.7

C:総費用(億円) 7.1

総事業費
（億円）

8.8

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・事業区域では，降雨により土砂・洪水氾濫等が発生した場合，下流域の人家や日立市道に甚大な被害が生じると想定され，地域生活や経済に
与える影響は大きい。

＜達成すべき目標＞
・田尻沢において降雨により下流に流出する土砂について集中的な対策施設の整備を行い，人家等への直接的な被害・防止を軽減するとともに、
下流河川に流出土砂量を低減し，土砂・洪水氾濫による被害を軽減する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和11年度

実施箇所 茨城県日立市田尻町

主な事業
の諸元

砂防堰堤工，渓流保全工

担当課
水管理・国土保全局砂防部
砂防計画課

事業
主体

茨城県
担当課長名 三上　幸三

事業名
（箇所名）

田尻沢大規模特定砂防等事業

＜新規事業採択時評価＞＜新規事業採択時評価＞
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田尻沢大規模特定砂防等事業　位置図

田尻沢

【凡例】

●：事業箇所

位置図

1号堰堤

2号堰堤

3号堰堤

4号堰堤

5号堰堤

渓流保全

工

市

道

公民館
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～
～
～

担当課長名 三上　幸三

実施箇所 栃木県芳賀郡茂木町河又関根

事業名
（箇所名）

河又関根-1事業間連携砂防等事業
担当課

水管理・国土保全局砂防部
砂防計画課

事業
主体

栃木県

主な事業
の諸元

砂防堰堤

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和7年度

総事業費
（億円）

2.0

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・渓流内に不安定な土砂が堆積し、豪雨等により下流に流出するおそれがある。
・土石流により被害想定区域内の家屋や公共施設等への被害が懸念され、県道山内上境線の寸断による地域生活等や経済への影響が懸念
される。

＜達成すべき目標＞
　河又関根地域において降雨が発生した際に、土石流及び流木の発生する可能性が高い渓流において道路事業と連携し集中的な対策施設の
整備を行い、集落等への直接的な被害・防止を軽減するとともに、下流県道への流出土砂量を低減し、土石流による被害を軽減する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

令和元年度
B:総便益
(億円)

11 C:総費用(億円) 1.9 B/C 5.8 B-C 9.1

便益の主
な根拠

想定氾濫面積：4.3ha　　世帯数：11世帯　　重要公共施設：1施設　　主要交通機関：県道山内上境線等

事業全体
の投資効
率性

基準年度

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、計画規模の降雨による土石流について、人家11戸、県道山内上境線、関根公民館等への被害を軽減する。

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

EIRR
（％）

36.1

感度分析

全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 5.3 6.3
残工期（+10%～-10%） 5.8 5.7
資産（-10%～+10%） 5.6 5.9

＜新規事業採択時評価＞
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河又関根-1事業間連携砂防等事業　位置図

【凡例】

●：事業箇所

河又関根-1

事業間連携砂防等事業

かわまたせきね

砂防堰堤計画地

栃木県

茂木町

県道山内上境線
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事業名
（箇所名）

付木沢事業間連携砂防等事業

実施箇所 栃木県鹿沼市中粟野

主な事業
の諸元

砂防堰堤、渓流保全工

担当課
水管理・国土保全局砂防部
砂防計画課

事業
主体

栃木県
担当課長名 三上　幸三

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和6年度

総事業費
（億円）

3.0

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・渓流内に不安定な土砂が堆積し、豪雨等により下流に流出するおそれがある。
・土石流により被害想定区域内の家屋や公共施設等への被害が懸念され、県道草久粟野線の寸断による地域生活等や経済への影響が懸念
される。

＜達成すべき目標＞
　中粟野地域において降雨が発生した際に、土石流及び流木の発生する可能性が高い渓流において道路事業と連携し集中的な対策施設の整
備を行い、集落等への直接的な被害・防止を軽減するとともに、下流県道への流出土砂量を低減し、土石流による被害を軽減する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

残事業費（+10%～-10%） 4.9 6.0

C:総費用(億円) 2.8
EIRR
（％）

33.5

全体事業（Ｂ／Ｃ）

B-C 12.2B/C 5.4

便益の主
な根拠

想定氾濫面積：5.7ha　　世帯数：18世帯　　重要公共施設：1施設　　主要交通機関：県道草久粟野線等

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度
B:総便益
(億円)

15

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

資産（-10%～+10%） 5.3 5.5

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、計画規模の降雨による土石流について、人家18戸、県道草久粟野線、日渡路公民館等への被害を軽減す
る。

感度分析
残工期（+10%～-10%） 5.4 5.4

＜新規事業採択時評価＞＜新規事業採択時評価＞
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付木沢事業間連携砂防等事業　位置図

【凡例】

●：事業箇所

付木沢

事業間連携砂防等事業

つきぎさわ

砂防堰堤計画地

栃木県

茂木町

県道草久粟野線
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事業名
（箇所名）

新谷沢事業間連携砂防等事業

実施箇所 栃木県日光市東小来川

主な事業
の諸元

砂防堰堤

担当課
水管理・国土保全局砂防部
砂防計画課

事業
主体

栃木県
担当課長名 三上　幸三

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和7年度

総事業費
（億円）

2.0

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・渓流内に不安定な土砂が堆積し、豪雨等により下流に流出するおそれがある。
・土石流により被害想定区域内の家屋や公共施設等への被害が懸念され、県道鹿沼日光線（緊急輸送路）の寸断による地域生活等や経済へ
の影響が懸念される。

＜達成すべき目標＞
　東小来川地域において降雨が発生した際に、土石流及び流木の発生する可能性が高い渓流において道路事業と連携し集中的な対策施設の
整備を行い、集落等への直接的な被害・防止を軽減するとともに、下流県道への流出土砂量を低減し、土石流による被害を軽減する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

残事業費（+10%～-10%） 5.3 6.4

C:総費用(億円) 1.9
EIRR
（％）

36.2

全体事業（Ｂ／Ｃ）

B-C 9.1B/C 5.8

便益の主
な根拠

想定氾濫面積：6.1ha　　世帯数：9世帯　　重要公共施設：2施設　　主要交通機関：県道鹿沼日光線等

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度
B:総便益
(億円)

11

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

資産（-10%～+10%） 5.7 5.9

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、計画規模の降雨による土石流について、人家9戸、県道鹿沼日光線、東小来川公民館及び消防団詰所等へ
の被害を軽減する。

感度分析
残工期（+10%～-10%） 5.8 5.8

＜新規事業採択時評価＞＜新規事業採択時評価＞
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新谷沢事業間連携砂防等事業　位置図

【凡例】

●：事業箇所

新谷沢

事業間連携砂防等事業

にいやさわ

砂防堰堤計画地

栃木県

茂木町

県道鹿沼日光線
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事業名
（箇所名）

西耕地一号沢事業間連携砂防等事業

実施箇所 栃木県栃木市岩舟町小野寺

主な事業
の諸元

砂防堰堤

担当課
水管理・国土保全局砂防部
砂防計画課

事業
主体

栃木県
担当課長名 三上　幸三

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和6年度

総事業費
（億円）

2.0

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・渓流内に不安定な土砂が堆積し、豪雨等により下流に流出するおそれがある。
・土石流により被害想定区域内の家屋や公共施設等への被害が懸念され、県道栃木佐野線の寸断による地域生活等や経済への影響が懸念
される。

＜達成すべき目標＞
　小野寺地域において降雨が発生した際に、土石流及び流木の発生する可能性が高い渓流において道路事業と連携し集中的な対策施設の整
備を行い、集落等への直接的な被害・防止を軽減するとともに、下流県道への流出土砂量を低減し、土石流による被害を軽減する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

残事業費（+10%～-10%） 8.7 10.4

C:総費用(億円) 1.9
EIRR
（％）

83.3

全体事業（Ｂ／Ｃ）

B-C 16.1B/C 9.5

便益の主
な根拠

想定氾濫面積：10.0ha　　世帯数：20世帯　　重要公共施設：1施設　　主要交通機関：県道栃木佐野線等

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度
B:総便益
(億円)

18

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

資産（-10%～+10%） 9.3 9.7

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、計画規模の降雨による土石流について、人家20戸、県道栃木佐野線、西耕地公民館等への被害を軽減す
る。

感度分析
残工期（+10%～-10%） 9.5 9.5

＜新規事業採択時評価＞＜新規事業採択時評価＞
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西耕地一号沢事業間連携砂防等事業　位置図

【凡例】

●：事業箇所

西耕地一号沢

事業間連携砂防等事業

にしこうちいちごうさわ

栃木県

茂木町

県道栃木佐野線

砂防堰堤計画地
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事業名
（箇所名）

田町一号沢事業間連携砂防等事業

実施箇所 栃木県大田原市黒羽田町

主な事業
の諸元

砂防堰堤、渓流保全工

担当課
水管理・国土保全局砂防部
砂防計画課

事業
主体

栃木県
担当課長名 三上　幸三

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和6年度

総事業費
（億円）

1.9

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・渓流内に不安定な土砂が堆積し、豪雨等により下流に流出するおそれがある。
・土石流により被害想定区域内の家屋や公共施設等への被害が懸念され、県道那須黒羽茂木線の寸断による地域生活等や経済への影響が
懸念される。

＜達成すべき目標＞
　黒羽田町地域において降雨が発生した際に、土石流及び流木の発生する可能性が高い渓流において道路事業と連携し集中的な対策施設の
整備を行い、集落等への直接的な被害・防止を軽減するとともに、下流県道への流出土砂量を低減し、土石流による被害を軽減する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

残事業費（+10%～-10%） 30.5 36.7

C:総費用(億円) 1.9
EIRR
（％）

40.7

全体事業（Ｂ／Ｃ）

B-C 61.1B/C 33.2

便益の主
な根拠

想定氾濫面積：8.5ha　　世帯数：33世帯　　重要公共施設：2施設　　主要交通機関：県道那須黒羽茂木線等

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度
B:総便益
(億円)

63

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

資産（-10%～+10%） 32.8 33.5

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、計画規模の降雨による土石流について、人家33戸、県道那須黒羽茂木線、黒羽土地改良区、大田原市森林
組合等への被害を軽減する。

感度分析
残工期（+10%～-10%） 33.4 33.1

＜新規事業採択時評価＞＜新規事業採択時評価＞
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田町一号沢事業間連携砂防等事業　位置図

【凡例】

●：事業箇所

田町一号沢

事業間連携砂防等事業

たまちいちごうさわ

砂防堰堤計画地

栃木県

茂木町

県道那須黒羽茂木線
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事業名
（箇所名）

田町二号沢事業間連携砂防等事業

実施箇所 栃木県大田原市黒羽田町

主な事業
の諸元

砂防堰堤、渓流保全工

担当課
水管理・国土保全局砂防部
砂防計画課

事業
主体

栃木県
担当課長名 三上　幸三

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和6年度

総事業費
（億円）

2.2

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・渓流内に不安定な土砂が堆積し、豪雨等により下流に流出するおそれがある。
・土石流により被害想定区域内の家屋や公共施設等への被害が懸念され、県道那須黒羽茂木線の寸断による地域生活等や経済への影響が
懸念される。

＜達成すべき目標＞
　黒羽田町地域において降雨が発生した際に、土石流及び流木の発生する可能性が高い渓流において道路事業と連携し集中的な対策施設の
整備を行い、集落等への直接的な被害・防止を軽減するとともに、下流県道への流出土砂量を低減し、土石流による被害を軽減する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

残事業費（+10%～-10%） 30.7 36.9

C:総費用(億円) 2.1
EIRR
（％）

31.8

全体事業（Ｂ／Ｃ）

B-C 67.9B/C 33.3

便益の主
な根拠

想定氾濫面積：13.3ha　　世帯数：44世帯　　重要公共施設：2施設　　主要交通機関：県道那須黒羽茂木線等

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度
B:総便益
(億円)

70

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

資産（-10%～+10%） 32.8 33.7

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、計画規模の降雨による土石流について、人家44戸、県道那須黒羽茂木線、黒羽土地改良区、大田原市森林
組合等への被害を軽減する。

感度分析
残工期（+10%～-10%） 33.5 33.2

＜新規事業採択時評価＞＜新規事業採択時評価＞

35



田町二号沢事業間連携砂防等事業　位置図

【凡例】

●：事業箇所

田町二号沢

事業間連携砂防等事業

たまちにごうさわ

砂防堰堤計画地

栃木県

茂木町

県道那須黒羽茂木線
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～
～
～

事業名
（箇所名）

山中沢事業間連携砂防等事業

実施箇所 栃木県那須郡那須町寄居

主な事業
の諸元

砂防堰堤

担当課
水管理・国土保全局砂防部
砂防計画課

事業
主体

栃木県
担当課長名 三上　幸三

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和6年度

総事業費
（億円）

1.8

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・渓流内に不安定な土砂が堆積し、豪雨等により下流に流出するおそれがある。
・土石流により被害想定区域内の家屋や公共施設等への被害が懸念され、国道294号（緊急輸送路）の寸断による地域生活等や経済への影響
が懸念される。

＜達成すべき目標＞
　寄居地域において降雨が発生した際に、土石流及び流木の発生する可能性が高い渓流において道路事業と連携し集中的な対策施設の整備
を行い、集落等への直接的な被害・防止を軽減するとともに、下流国道への流出土砂量を低減し、土石流による被害を軽減する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

残事業費（+10%～-10%） 3.2 3.8

C:総費用(億円) 1.8
EIRR
（％）

19.6

全体事業（Ｂ／Ｃ）

B-C 4.3B/C 3.4

便益の主
な根拠

想定氾濫面積：2.0ha　　世帯数：4世帯　　重要公共施設：1施設　　主要交通機関：国道294号等

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度
B:総便益
(億円)

6.1

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

資産（-10%～+10%） 3.4 3.5

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、計画規模の降雨による土石流について、人家4戸、国道294号、寄居上郷地区集落センター等への被害を軽
減する。

感度分析
残工期（+10%～-10%） 3.5 3.4

＜新規事業採択時評価＞＜新規事業採択時評価＞
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山中沢事業間連携砂防等事業　位置図

【凡例】

●：事業箇所

山中沢

事業間連携砂防等事業

やまなかさわ

砂防堰堤計画地

栃木県
那須町

国道294号
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～
～
～

事業名
（箇所名）

馬場沢事業間連携砂防等事業

実施箇所 栃木県足利市松田町

主な事業
の諸元

砂防堰堤

担当課
水管理・国土保全局砂防部
砂防計画課

事業
主体

栃木県
担当課長名 三上　幸三

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和7年度

総事業費
（億円）

2.1

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・渓流内に不安定な土砂が堆積し、豪雨等により下流に流出するおそれがある。
・土石流により被害想定区域内の家屋や公共施設等への被害が懸念され、県道松田葉鹿線の寸断による地域生活等や経済への影響が懸念
される。

＜達成すべき目標＞
　松田地域において降雨が発生した際に、土石流及び流木の発生する可能性が高い渓流において道路事業と連携し集中的な対策施設の整備
を行い、集落等への直接的な被害・防止を軽減するとともに、下流県道への流出土砂量を低減し、土石流による被害を軽減する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

残事業費（+10%～-10%） 9.7 11.7

C:総費用(億円) 2.0
EIRR
（％）

49.6

全体事業（Ｂ／Ｃ）

B-C 19B/C 10.5

便益の主
な根拠

想定氾濫面積：2.5ha　　世帯数：30世帯　　重要公共施設：1施設　　主要交通機関：県道松田葉鹿線等

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度
B:総便益
(億円)

21

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

資産（-10%～+10%） 10.2 10.8

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、計画規模の降雨による土石流について、人家30戸、県道松田葉鹿線、松田町駐在所等への被害を軽減す
る。

感度分析
残工期（+10%～-10%） 10.6 10.5

＜新規事業採択時評価＞＜新規事業採択時評価＞
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馬場沢事業間連携砂防等事業　位置図

【凡例】

●：事業箇所

馬場沢

事業間連携砂防等事業

ばばさわ

栃木県
那須町

県道松田葉鹿線
砂防堰堤計画地
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～
～
～

事業名
（箇所名）

藤倉沢事業間連携砂防等事業

実施箇所 栃木県佐野市仙波町

主な事業
の諸元

砂防堰堤

担当課
水管理・国土保全局砂防部
砂防計画課

事業
主体

栃木県
担当課長名 三上　幸三

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和7年度

総事業費
（億円）

1.9

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・渓流内に不安定な土砂が堆積し、豪雨等により下流に流出するおそれがある。
・土石流により被害想定区域内の家屋や公共施設等への被害が懸念され、県道仙波葛生線の寸断による地域生活等や経済への影響が懸念
される。

＜達成すべき目標＞
　仙波地域において降雨が発生した際に、土石流及び流木の発生する可能性が高い渓流において道路事業と連携し集中的な対策施設の整備
を行い、集落等への直接的な被害・防止を軽減するとともに、下流県道への流出土砂量を低減し、土石流による被害を軽減する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

残事業費（+10%～-10%） 3.2 3.8

C:総費用(億円) 1.8
EIRR
（％）

18.9

全体事業（Ｂ／Ｃ）

B-C 4.4B/C 3.4

便益の主
な根拠

想定氾濫面積：3.2ha　　世帯数：3世帯　　重要公共施設：1施設　　主要交通機関：県道仙波葛生線等

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度
B:総便益
(億円)

6.2

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

資産（-10%～+10%） 3.4 3.5

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、計画規模の降雨による土石流について、人家3戸、県道仙波葛生線、上仙波公民館等への被害を軽減する。

感度分析
残工期（+10%～-10%） 3.5 3.4

＜新規事業採択時評価＞＜新規事業採択時評価＞
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藤倉沢事業間連携砂防等事業　位置図

【凡例】

●：事業箇所

藤倉沢

事業間連携砂防等事業

ふじくらさわ

栃木県
那須町

県道仙波葛生線

砂防堰堤計画地
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～
～
～

事業名
（箇所名）

神谷事業間連携砂防等事業

実施箇所 栃木県足利市小俣町

主な事業
の諸元

待受式防護柵工

担当課
水管理・国土保全局砂防部
砂防計画課

事業
主体

栃木県
担当課長名 三上　幸三

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和6年度

総事業費
（億円）

4.0

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・当地区は平均斜面高42m、平均勾配37°の急傾斜地であり、豪雨等により斜面崩壊が発生するおそれがある。
・急傾斜地の崩壊による土砂の流出により、神谷地区の家屋被害や県道名草小俣線の寸断による地域生活等や経済への影響が懸念される。

＜達成すべき目標＞
・道路事業と連携した急傾斜地崩壊対策事業対策を実施し、急傾斜地の安定化を図ることにより、神谷地区の人命及び県道名草小俣線、足利
市ふるさと学習資料館を保全する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

残事業費（+10%～-10%） 1.3 1.6

C:総費用(億円) 3.7
EIRR
（％）

6.1

全体事業（Ｂ／Ｃ）

B-C 1.4B/C 1.4

便益の主
な根拠

被害想定区域面積：4.1ha　　世帯数：12世帯　　重要公共施設：1施設　　主要交通機関：県道名草小俣線等

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度
B:総便益
(億円)

5.1

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

資産（-10%～+10%） 1.3 1.5

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、被害想定区域内の人家12戸、県道名草小俣線、足利市ふるさと学習資料館等を保全する。

感度分析
残工期（+10%～-10%） 1.4 1.4

＜新規事業採択時評価＞＜新規事業採択時評価＞
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神谷事業間連携砂防等事業　位置図

【凡例】

●：事業箇所

神谷

事業間連携砂防等事業

かみや

栃木県
那須町

待受式防護柵計画地

県道名草小俣線
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～
～
～

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、計画規模の降雨による土石流について、人家29戸、県道落合上里見線、市道への被害を軽減する。

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

EIRR
（％）

23.7

感度分析

全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 5.7 6.5
残工期（+10%～-10%） 6.0 6.0
資産（-10%～+10%） 5.7 6.4

令和元年度
B:総便益
(億円)

23 C:総費用(億円) 3.9 B/C 5.9 B-C 19

便益の主
な根拠

想定氾濫面積：18ha　　世帯数：29世帯　　主要交通機関：県道落合上里見線、市道

事業全体
の投資効
率性

基準年度

総事業費
（億円）

2.7

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・房坂川は土砂災害警戒区域に指定されており、河床には不安定土砂の堆積がみられる。
・下流には人家29件のほか、緊急輸送道路に位置づけられている県道落合上里見線や、地域の貴重な生活道となっている市道が存在しており、
土石流発生時には甚大な被害が懸念される。

＜達成すべき目標＞
　房坂川において降雨が発生した際に、土石流及び流木の発生する可能性が高い渓流において道路事業と連携した集中的な対策施設の整備を
行い、集落や県道落合上里見線等への直接的な被害・防止を軽減するとともに、下流河川に流出土砂量を低減し、土砂・洪水氾濫による被害を
軽減する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

主な事業
の諸元

砂防堰堤、渓流保全工

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和5年度

担当課長名 三上　幸三

実施箇所 群馬県高崎市

事業名
（箇所名）

房坂川事業間連携砂防等事業
担当課

水管理・国土保全局砂防部
砂防計画課

事業
主体

群馬県

＜新規事業採択時評価＞
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房坂川事業間連携砂防等事業　位置図

【凡例】

●：事業箇所

位置図

群馬県

県道落合上里見線

（緊急輸送路）

砂防堰堤計画地

烏川→

伊勢崎市
玉村町

板倉町
館林市

邑楽町

太田市

大泉町

千代田町 明和町

南牧村

富岡市

藤岡市

神流町

上野村

下仁田町

甘楽町

吉岡町

渋川市 桐生市

桐生市

安中市

前橋市

みどり市

高崎市

榛東村

嬬恋村

高山

村

中之条町

東吾妻町長野原町

みなかみ町

沼田市

川場村

昭和村

片品村

草津町

房坂川

事業間連携砂防等事業

ぼうさかがわ
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～
～
～

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

資産（-10%～+10%） 7.1 7.1

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、地すべりから人家32戸、重要公共施設、県道大野東松山線、一級河川都幾川等への被害を軽減することが
できる。

感度分析
残工期（+10%～-10%） 6.8 7.1

EIRR
（％）

73.1

全体事業（Ｂ／Ｃ）

B-C 29B/C 7.1

便益の主
な根拠

被害想定区域面積5.0ha、人家32戸、重要公共施設1施設、県道大野東松山線、町道　　等

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度
B:総便益
(億円)

34

残事業費（+10%～-10%） 6.4 7.8

C:総費用(億円) 4.8

総事業費
（億円）

2.8

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・本事業区域は、保全対象に人家32戸、重要公共施設1施設、県道大野東松山線を有する地すべり防止区域である。
・下モ地区の地すべりにより道路や河川護岸ブロックのほか、一般住宅のコンクリートにも多くの亀裂が発生するなど顕著な兆候が現れており、
近年は降雨量の増大により移動量の活発化も懸念されている。
・また一級河川都幾川の河道閉塞等により、人家や公共施設等への被害が懸念され、県道大野東松山線（避難路）の寸断による地域生活等や
経済への影響が懸念される。

＜達成すべき目標＞
・地すべり対策事業を実施し、地すべりの安定化を図ることにより、下モ地区の人命・資産、重要公共施設、県道大野東松山線等を保全する
他、上流の集落の孤立及び一級河川都幾川の河道閉塞を防ぐ。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和7年度

実施箇所 埼玉県ときがわ町

主な事業
の諸元

集水ボーリング工、集水井工、水路工、擁壁工

担当課
水管理・国土保全局砂防部
砂防計画課

事業
主体

埼玉県
担当課長名 三上　幸三

事業名
（箇所名）

下モ地区大規模特定砂防等事業

＜新規事業採択時評価＞
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下モ地区大規模特定砂防等事業　位置図

【凡例】

●：事業箇所

位置図 埼玉県

下モ地区

大規模特定砂防等事業

し も

県道大野東松山線

一級河川都幾川

事業実施箇所
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～
～
～

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

資産（-10%～+10%） 3.4 3.4

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、地すべりから人家11戸、重要公共施設、村道、一級河川槻川等への被害を軽減することができる。

感度分析
残工期（+10%～-10%） 3.3 3.4

EIRR
（％）

82.1

全体事業（Ｂ／Ｃ）

B-C 14B/C 3.4

便益の主
な根拠

被害想定区域面積1.6ha、人家11戸、重要公共施設2施設、村道　　等

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度
B:総便益
(億円)

20

残事業費（+10%～-10%） 3.1 3.8

C:総費用(億円) 5.8

総事業費
（億円）

4.8

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・本事業区域は、保全対象に人家11戸、重要公共施設2施設、村道を有する地すべり防止区域である。
・上の山地区の地すべりにより道路や一般住宅の基礎コンクリートにも多くの亀裂が発生するなど顕著な兆候が現れており、近年は降雨量の増
大により移動量の活発化も懸念されている。
・また一級河川槻川の河道閉塞等により、人家や公共施設等への被害が懸念され、村道（避難路）の寸断による地域生活等や経済への影響が
懸念される。

＜達成すべき目標＞
・地すべり対策事業を実施し、地すべりの安定化を図ることにより、上の山地区の人命・資産、重要公共施設、村道等を保全する他、上流の集
落の孤立及び一級河川槻川の河道閉塞を防ぐ。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和7年度

実施箇所 埼玉県東秩父村

主な事業
の諸元

集水ボーリング工、集水井工、水路工、擁壁工、抑止杭工

担当課
水管理・国土保全局砂防部
砂防計画課

事業
主体

埼玉県
担当課長名 三上　幸三

事業名
（箇所名）

上の山地区大規模特定砂防等事業

＜新規事業採択時評価＞
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上の山地区大規模特定砂防等事業　位置図

【凡例】

●：事業箇所

位置図 埼玉県

上の山地区

大規模特定砂防等事業

うえのやま

村道

一級河川槻川

事業実施箇所

県道熊谷小川秩父線
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～
～

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

資産（-10%～+10%） 5.5 5.5

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、地すべりから人家31戸、重要公共施設、県道皆野両神荒川線、町道、一級河川荒川等への被害を軽減する
ことができる。

感度分析
残工期（+10%～-10%） 5.3 5.5

EIRR
（％）

77.0

全体事業（Ｂ／Ｃ）

B-C 101B/C 5.4

便益の主
な根拠

被害想定区域面積314ha、人家31戸、重要公共施設3施設、県道皆野両神荒川線、町道　　等

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度
B:総便益
(億円)

136

残事業費（+10%～-10%） 5.0 6.1

C:総費用(億円) 25

総事業費
（億円）

11

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・本事業区域は、保全対象に人家31戸、重要公共施設3施設、県道皆野両神荒川線、町道を有する地すべり防止区域である。
・金崎地区の地すべりにより道路や一般住宅の基礎コンクリートにも多くの亀裂が発生するなど顕著な兆候が現れており、近年は降雨量の増大
により移動量の活発化も懸念されている。
・また一級河川荒川の河道閉塞等により、人家や公共施設等への被害が懸念され、県道皆野両神荒川線（避難路）の寸断による地域生活等や
経済への影響が懸念される。

＜達成すべき目標＞
・地すべり対策事業を実施し、地すべりの安定化を図ることにより、金崎地区の人命・資産、重要公共施設、県道皆野両神荒川線を保全する
他、上流の集落の孤立及び一級河川荒川の河道閉塞を防ぐ。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和7年度

実施箇所 埼玉県皆野町

主な事業
の諸元

集水ボーリング工、集水井工、水路工、護岸工

担当課
水管理・国土保全局砂防部
砂防計画課

事業
主体

埼玉県
担当課長名 三上　幸三

事業名
（箇所名）

金崎地区大規模特定砂防等事業

＜新規事業採択時評価＞
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金崎地区大規模特定砂防等事業　位置図

【凡例】

●：事業箇所

位置図 埼玉県

金崎地区

大規模特定砂防等事業

かなさき

町道

一級河川荒川

事業実施箇所

県道皆野両神荒川線
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その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

資産（-10%～+10%） 3.7 3.8

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、地すべりから人家35戸、重要公共施設、県道皆野両神荒川線、町道、一級河川赤平川等への被害を軽減す
ることができる。

感度分析
残工期（+10%～-10%） 3.5 3.8

EIRR
（％）

83.2

全体事業（Ｂ／Ｃ）

B-C 39B/C 3.8

便益の主
な根拠

被害想定区域面積48ha、人家35戸、重要公共施設1施設、県道皆野両神荒川線、町道　　等

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度
B:総便益
(億円)

53

残事業費（+10%～-10%） 3.3 4.3

C:総費用(億円) 14

総事業費
（億円）

6.5

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・本事業区域は、保全対象に人家35戸、重要公共施設1施設、県道皆野両神荒川線、町道を有する地すべり防止区域である。
・桜ヶ谷地区の地すべりにより道路や一般住宅の基礎コンクリートにも多くの亀裂が発生するなど顕著な兆候が現れており、近年は降雨量の増
大により移動量の活発化も懸念されている。
・また一級河川赤平川の河道閉塞等により、人家や公共施設等への被害が懸念され、県道皆野両神荒川線（避難路）の寸断による地域生活等
や経済への影響が懸念される。

＜達成すべき目標＞
・地すべり対策事業を実施し、地すべりの安定化を図ることにより、桜ヶ谷地区の人命・資産、重要公共施設、県道皆野両神荒川線を保全する
他、上流の集落の孤立及び一級河川赤平川の河道閉塞を防ぐ。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和7年度

実施箇所 埼玉県皆野町

主な事業
の諸元

集水ボーリング工、集水井工、水路工、法枠工

担当課
水管理・国土保全局砂防部
砂防計画課

事業
主体

埼玉県
担当課長名 三上　幸三

事業名
（箇所名）

桜ヶ谷地区大規模特定砂防等事業

＜新規事業採択時評価＞
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桜ヶ谷地区大規模特定砂防等事業　位置図

【凡例】

●：事業箇所

位置図 埼玉県

桜ヶ谷地区

大規模特定砂防等事業

さくらがや

町道

一級河川赤平川

事業実施箇所

県道皆野両神荒川線
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～
～

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

資産（-10%～+10%） 1.7 2.1

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、
①計画規模の降雨による土石流からの被害について、人家61戸、竹岡小学校、国道127号、JR内房線等への被害を軽減する。

感度分析
残工期（+10%～-10%） 1.9 1.9

EIRR
（％）

8.87

全体事業（Ｂ／Ｃ）

B-C 28.9B/C 1.9

便益の主
な根拠

想定氾濫面積：278ha　　世帯数：61世帯　　重要公共施設：1施設　　主要交通機関：国道127号300m、ＪＲ内房線330m

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度
B:総便益
(億円)

61

残事業費（+10%～-10%） 1.9 1.9

C:総費用(億円) 32

総事業費
（億円）

4.0

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・対象流域は、急勾配の山地間を流下し平地に流れ込む流路延長約9kmの砂防河川である。流域の急峻な山腹には崩壊地が広く分布する
　とともに、渓岸浸食、渓岸崩壊が進行しており、本川沿いの人家等は被災の恐れがある。
・保全対象は、人家61戸、竹岡小学校、国道127号、JR内房線があり、土砂災害により交通が寸断された場合は、地域の防災や生活、経済に
　与える影響は極めて大きい。

＜達成すべき目標＞
・竹岡地域において、降雨が発生した際に、土石流及び流木の発生する可能性が高い渓流において集中的な対策施設の整備を行い、
　集落等への直接的な被害・防止を軽減するとともに、下流域への流出土砂量を低減し、土砂・洪水氾濫による被害を軽減する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和11年度

実施箇所 千葉県富津市竹岡外

主な事業
の諸元

砂防堰堤、渓流保全工

担当課
水管理・国土保全局砂防部
砂防計画課

事業
主体

千葉県
担当課長名 三上　幸三

事業名
（箇所名）

白狐川大規模特定砂防等事業

＜新規事業採択時評価＞
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白狐川　大規模特定砂防等事業　位置図

白狐川水系 白狐川

千葉県富津市

位置図

千葉県

びゃっこがわ

砂防堰堤工、渓流保全工

砂防指定地 白狐川

国道１２７号

びゃっこがわ

ＪＲ内房線
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事業名
（箇所名）

佐久間森地区大規模特定砂防等事業

実施箇所 千葉県鴨川市金束

主な事業
の諸元

集水ボーリング工、杭工

担当課
水管理・国土保全局砂防部
砂防計画課

事業
主体

千葉県
担当課長名 三上　幸三

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和3年度

総事業費
（億円）

2.8

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・保全対象は、人家21戸、県道鴨川保田線（緊急輸送道路）があり、地すべりにより交通が寸断された場合は、地域防災や生活、経済に
　与える影響は極めて大きい。
・当該地域は、古くからの地すべりにより民家に亀裂等の変状が発生しており、地すべりの危険性が高く、地元からの対策の要望も強い。

＜達成すべき目標＞
・佐久間森地区において地すべり防止施設の整備を行い、人命・財産を保全するほか、県道鴨川保田線への被害を軽減する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

残事業費（+10%～-10%） 7.0 7.6

C:総費用(億円) 3.9
EIRR
（％）

34.6

全体事業（Ｂ／Ｃ）

B-C 25B/C 7.3

便益の主
な根拠

被害想定区域面積：163ha　　世帯数：21世帯　　主要交通機関：県道鴨川保田線825m

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度
B:総便益
(億円)

29

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

資産（-10%～+10%） 6.9 7.7

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、
①計画規模の降雨による地すべりからの被害について、人家21戸、県道鴨川保田線等への被害を軽減する。

感度分析
残工期（+10%～-10%） 7.3 7.3

＜新規事業採択時評価＞
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佐久間森地区　大規模特定砂防等事業　位置図

地すべり防止区域 佐久間森

千葉県鴨川市

位置図

千葉県

さくまもり

集水ボーリング工、杭工

地すべり防止区域 佐久間森

県道鴨川保田線

さくまもり
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事業名
（箇所名）

貝渚事業間連携砂防等事業

実施箇所 千葉県鴨川市貝渚

主な事業
の諸元

集水ボーリング工、杭工

担当課
水管理・国土保全局砂防部
砂防計画課

事業
主体

千葉県
担当課長名 三上　幸三

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和4年度

総事業費
（億円）

1.2

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・保全対象は、人家82戸、県道浜波太港線（緊急輸送路）があり、地すべりにより交通が寸断された場合は、地域防災や生活、経済に与える影
響は極めて
　大きい。
・当該地域は、古くからの地すべりにより民家に亀裂等の変状が発生しており、地すべりの危険性が高く、地元からの対策の要望も強い。

＜達成すべき目標＞
・貝渚地区において道路事業と連携した地すべり防止施設の整備を行い、人命・財産を保全するほか、県道浜波太港線への被害を軽減する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

残事業費（+10%～-10%） 5.1 5.2

C:総費用(億円) 1.7
EIRR
（％）

21.3

全体事業（Ｂ／Ｃ）

B-C 6.9B/C 5.1

便益の主
な根拠

被害想定区域面積：17.58ha　　世帯数：82世帯　　主要交通機関：県道浜波太港線280m

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度
B:総便益
(億円)

8.6

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

資産（-10%～+10%） 5.1 5.2

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、
①計画規模の降雨による地すべりからの被害について、人家82戸、県道浜波太港線等への被害を軽減する。

感度分析
残工期（+10%～-10%） 5.1 5.2

＜新規事業採択時評価＞
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貝渚　事業間連携砂防等事業　位置図

Ⅱ-1

Ⅱ-2

Ⅲ-1
Ⅲ-2 Ⅳ-2

Ⅰ-4

Ⅰ-5
Ⅱ-3

Ⅰ-2

Ⅰ-6

Ⅰ-1

Ⅱ-4

Ⅱ-5

Ⅳ-1
Ⅳ-3

Ⅰ-3

Ⅴ-1

地すべり防止区域 貝渚
千葉県鴨川市

位置図

千葉県

かいすか

集水ボーリング工、杭工

地すべり防止区域 貝渚

県道浜波太港線

かいすか
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事業名
（箇所名）

市井原事業間連携砂防等事業

実施箇所 千葉県安房郡鋸南町市井原

主な事業
の諸元

集水ボーリング工、杭工

担当課
水管理・国土保全局砂防部
砂防計画課

事業
主体

千葉県
担当課長名 三上　幸三

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和4年度

総事業費
（億円）

1.1

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・保全対象は、人家27戸、避難所である鋸東コミュニティセンター、県道鴨川保田線（緊急輸送路）があり、地すべりにより交通が寸断された場
合は、
　地域防災や生活、経済に与える影響は極めて大きい。
・当該地域は、古くからの地すべりにより民家に亀裂等の変状が発生しており、地すべりの危険性が高く、地元からの対策の要望も強い。

＜達成すべき目標＞
・市井原地区において道路事業と連携した地すべり防止施設の整備を行い、人命・財産を保全するほか、県道鴨川保田線への被害を軽減す
る。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

残事業費（+10%～-10%） 6.0 6.5

C:総費用(億円) 4.6
EIRR
（％）

29.7

全体事業（Ｂ／Ｃ）

B-C 24B/C 6.3

便益の主
な根拠

被害想定区域面積：25.40ha　　世帯数：27世帯　　重要公共施設：1施設　　主要交通機関：県道鴨川保田線570m

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度
B:総便益
(億円)

29

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

資産（-10%～+10%） 6.1 6.4

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、
①計画規模の降雨による地すべりからの被害について、人家27戸、避難所である鋸東コミュニティセンター、県道鴨川保田線等への被害を
　軽減する。

感度分析
残工期（+10%～-10%） 6.3 6.3

＜新規事業採択時評価＞
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市井原　事業間連携砂防等事業　位置図
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～
～
～

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、計画規模の豪雨による土石流について、人家４戸、中根自治会館（避難所）、県道64号（緊急輸送道路）の被
害を軽減する。

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

EIRR
（％）

15.3

感度分析

全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 2.6 3.1
残工期（+10%～-10%） 2.8 2.8
資産（-10%～+10%） 2.8 2.9

平成30年度
B:総便益
(億円)

3.9 C:総費用(億円) 1.4 B/C 2.8 B-C 2.5

便益の主
な根拠

想定氾濫面積：１．６ha　　世帯数：４世帯　　重要公共施設：１施設　　主要交通機関：緊急輸送道路　県道６４号

事業全体
の投資効
率性

基準年度

総事業費
（億円）

1.3

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・事業区域では、土砂災害が発生した場合に、人家４戸、中根自治会館（避難所）、県道64号（緊急輸送道路）等に甚大な被害が生じるおそれが
あり、地域生活等や経済への影響が懸念される。
・事業区域の渓流は、渓床勾配が1／11と急峻なことから、今後の豪雨に伴う斜面崩落や土砂流出の危険性が高い。

＜達成すべき目標＞
・当該渓流において降雨により下流へ流出する土砂について、道路事業と連携した対策施設の整備を行い、土石流による県道64号等の被害を
軽減する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

主な事業
の諸元

砂防堰堤工

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和5年度

担当課長名 三上　幸三

実施箇所 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷地先

事業名
（箇所名）

門原沢②事業間連携砂防等事業
担当課

水管理・国土保全局砂防部
砂防計画課

事業
主体

神奈川県

＜新規事業採択時評価＞
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門原沢②事業間連携砂防等事業　位置図

【凡例】

●：事業箇所

位置図
神奈川県

県道64号

（緊急輸送道路）

門原沢②

事業間連携砂防等事業

もんばらざわ

砂防堰堤計画地
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その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

資産（-10%～+10%） 11.6 11.6

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、
　・事業実施により、人家４０戸、県道210号への土砂崩落等による被害を軽減する。

感度分析
残工期（+10%～-10%） 11.6 11.6

EIRR
（％）

53.7

全体事業（Ｂ／Ｃ）

B-C 11.9B/C 11.6

便益の主
な根拠

被害想定面積：１．１ha　　世帯数：４０世帯　主要交通機関：県道２１０号

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度
B:総便益
(億円)

13

残事業費（+10%～-10%） 10.6 12.8

C:総費用(億円) 1.1

総事業費
（億円）

1.3

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
　・久比里１丁目D地区では、降雨により土砂崩落等が発生した場合に、人家４０戸や県道２１０号に甚大な被害が生じると想定される。
　・県道２１０号（緊急輸送路）が寸断された場合には、地域生活や経済に与える影響は大きい。

＜達成すべき目標＞
　久比里１丁目D地区において、降雨により崩落する斜面について道路事業と連携した対策施設の整備を行い、土砂崩落等による県道２１０号
等への被害を軽減する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和6年度

実施箇所 神奈川県横須賀市

主な事業
の諸元

法枠工

担当課
水管理・国土保全局砂防部
砂防計画課

事業
主体

神奈川県
担当課長名 三上　幸三

事業名
（箇所名）

久比里１丁目D事業間連携砂防等事業

＜新規事業採択時評価＞
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久比里１丁目D事業間連携砂防等事業　位置図

位置図

久比里１丁目Ｄ事業間

連携砂防等事業

神奈川県

久比里１丁目地Ｄ区
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その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

資産（-10%～+10%） 10.7 12.6

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、
　・事業実施により、人家８５戸、県道２１０号への土砂崩落等による被害を軽減する。

感度分析
残工期（+10%～-10%） 11.7 11.6

EIRR
（％）

53.0

全体事業（Ｂ／Ｃ）

B-C 28.9B/C 11.6

便益の主
な根拠

被害想定面積：７．２ha　　世帯数：８５世帯　主要交通機関：県道２１０号

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度
B:総便益
(億円)

32

残事業費（+10%～-10%） 11.1 12.1

C:総費用(億円) 2.7

総事業費
（億円）

1.0

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
　・西浦賀町２丁目B地区では、降雨により土砂崩落等が発生した場合に、人家８５戸や県道２１０号に甚大な被害が生じると想定される。
　・県道２１０号（緊急輸送路）が寸断された場合には、地域生活や経済に与える影響は大きい。

＜達成すべき目標＞
　西浦賀町２丁目B地区において、降雨により崩落する斜面について道路事業と連携した対策施設の整備を行い、土砂崩落等による県道２１０
号等への被害を軽減する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和5年度

実施箇所 神奈川県横須賀市

主な事業
の諸元

法枠工、コンクリート張工

担当課
水管理・国土保全局砂防部
砂防計画課

事業
主体

神奈川県
担当課長名 三上　幸三

事業名
（箇所名）

西浦賀町２丁目B事業間連携砂防等事業

＜新規事業採択時評価＞
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西浦賀町2丁目Ｂ事業間連携砂防等事業　位置図

位置図

西浦賀町２丁目Ｂ事業間

連携砂防等事業

神奈川県

西浦賀町２丁Ｂ地区
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その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

資産（-10%～+10%） 2.1 2.4

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、
　・事業実施により、人家２９戸、県道４０２号への土砂崩落等による被害を軽減する。

感度分析
残工期（+10%～-10%） 2.2 2.2

EIRR
（％）

10.2

全体事業（Ｂ／Ｃ）

B-C 6.3B/C 2.3

便益の主
な根拠

被害想定面積：１．２７ha　　世帯数：２９世帯　主要交通機関：県道４０２号

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度
B:総便益
(億円)

11

残事業費（+10%～-10%） 2.1 2.4

C:総費用(億円) 5.0

総事業費
（億円）

2.5

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
　・岡本１丁目地区では、降雨により土砂崩落等が発生した場合に、人家２９戸や県道４０２号に甚大な被害が生じると想定される。
　・県道４０２号が寸断された場合には、地域生活や経済に与える影響は大きい。

＜達成すべき目標＞
　岡本１丁目地区において、降雨により崩落する斜面について道路事業と連携した対策施設の整備を行い、土砂崩落等による県道４０２号等へ
の被害を軽減する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和6年度

実施箇所 神奈川県鎌倉市

主な事業
の諸元

法枠工、コンクリート張工、地山補強土工

担当課
水管理・国土保全局砂防部
砂防計画課

事業
主体

神奈川県
担当課長名 三上　幸三

事業名
（箇所名）

岡本１丁目事業間連携砂防等事業

＜新規事業採択時評価＞

69



岡本１丁目事業間連携砂防等事業　位置図

位置図

岡本１丁目事業間連携

砂防等事業

神奈川県

岡本１丁目地区
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その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

資産（-10%～+10%） 4.3 4.8

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、
　・事業実施により、人家１８戸、国道１号への土砂崩落等による被害を軽減する。

感度分析
残工期（+10%～-10%） 4.6 4.5

EIRR
（％）

20.8

全体事業（Ｂ／Ｃ）

B-C 6.8B/C 4.5

便益の主
な根拠

被害想定面積：０．８７ha　　世帯数：１８世帯　主要交通機関：国道１号

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度
B:総便益
(億円)

8.8

残事業費（+10%～-10%） 4.2 4.7

C:総費用(億円) 1.9

総事業費
（億円）

2.0

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
　・西久保西地区では、降雨により土砂崩落等が発生した場合に、人家１８戸や国道１号に甚大な被害が生じると想定される。
　・国道1号（緊急輸送路）が寸断された場合には、地域生活や経済に与える影響は大きい。

＜達成すべき目標＞
　西久保西地区において、降雨により崩落する斜面について道路事業と連携した対策施設の整備を行い、土砂崩落等による国道１号等への被
害を軽減する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和7年度

実施箇所 神奈川県横浜市

主な事業
の諸元

法枠工

担当課
水管理・国土保全局砂防部
砂防計画課

事業
主体

神奈川県
担当課長名 三上　幸三

事業名
（箇所名）

西久保西事業間連携砂防等事業

＜新規事業採択時評価＞
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西久保町西事業間連携砂防等事業　位置図

位置図

西久保町西事業間連携

砂防等事業

神奈川県

西久保町西地区
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その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

資産（-10%～+10%） 5.3 6.0

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、
① 計画規模の豪雨による土石流被害について、被害が想定される人家が153戸から0戸に軽減する。
② 上山口小学校、葉山病院、NTT交換局、県道27号線への被害が軽減される。

感度分析
残工期（+10%～-10%） 5.6 5.7

EIRR
（％）

25.7

全体事業（Ｂ／Ｃ）

B-C 38.6B/C 5.6

便益の主
な根拠

被害想定区域面積：27ha、世帯数153戸、重要公共施設：３施設、主要交通機関：県道27号（緊急輸送路）

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度
B:総便益
(億円)

47

残事業費（+10%～-10%） 5.5 5.8

C:総費用(億円) 8.4

総事業費
（億円）

1.9

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・事業区域では、地すべりが発生した場合、人的被害、県道27号（緊急輸送路）の寸断による地域生活等や経済への影響が懸念される。
・地すべり防止施設を施工し、人命及び資産等を保全する。

＜達成すべき目標＞
・家屋153戸、県道27号線（緊急輸送路）、小学校、病院、電話交換局への地すべりによる被害を軽減する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

事業期間 事業採択 令和２年度 完了 令和６年度

実施箇所 神奈川県三浦郡葉山町上山口地内

主な事業
の諸元

抑止杭工、地すべり観測工

担当課
水管理・国土保全局砂防部
砂防計画課

事業
主体

神奈川県
担当課長名 三上　幸三

事業名
（箇所名）

大沢地区大規模特定砂防等事業

＜新規事業採択時評価＞
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大沢地区大規模特定砂防等事業　位置図

位置図
神奈川県

大沢地区地すべり防止区域

大沢地区

大規模特定砂防等事業
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その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

資産（-10%～+10%） 1.3 1.5

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、
① 今回対象箇所は全体箇所の１ブロックのみであるため、保全対象の全ては保護できないが、観光に対する便益は継続的に保全することがで
きる。

感度分析
残工期（+10%～-10%） 1.4 1.4

EIRR
（％）

5.1

全体事業（Ｂ／Ｃ）

B-C 29B/C 1.4

便益の主
な根拠

被害想定区域面積：52ha、世帯数９戸、重要公共施設：３施設（ロープウェイ大涌谷駅、温泉供給施設、観光施設）、主要交通機関：県道大涌谷
小涌谷線、県道仙石原強羅停車場線

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度
B:総便益
(億円)

94

残事業費（+10%～-10%） 1.4 1.4

C:総費用(億円) 65

総事業費
（億円）

0.80

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・事業区域では、明治43年に土砂災害が発生しており、死者６名、流出家屋36戸の被害が生じた。
・当該地は、温泉地すべりであり、現在でも緩慢な変動を続けており、地すべり被害が生じる可能性があり、人的被害や県道大涌谷小涌谷線、
県道仙石原強羅停車場線の寸断による地域生活等や経済への影響が懸念される。
・年間観光客2,000万人の国際的観光地であり、災害発生時の影響は非常に大きい。

＜達成すべき目標＞
　地すべり崩壊が発生する可能性が高い大涌沢源頭部において集中的な対策施設の整備を行い、観光地「大涌谷」、温泉供給施設や県道大
涌谷小涌谷線、県道仙石原強羅停車場線等への被害を軽減する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

事業期間 事業採択 令和２年度 完了 令和６年度

実施箇所 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原地内

主な事業
の諸元

アンカー工、地すべり観測工

担当課
水管理・国土保全局砂防部
砂防計画課

事業
主体

神奈川県
担当課長名 三上　幸三

事業名
（箇所名）

大涌沢地区大規模特定砂防等事業

＜新規事業採択時評価＞
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大涌沢地区大規模特定砂防等事業　位置図

位置図
神奈川県

0 200 400m

大涌沢地区地すべり防止区域

至湖尻
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担当課長名 三上幸三

実施箇所 山梨県南巨摩郡富士川町鳥屋

事業名
（箇所名）

東沢事業間連携砂防等事業
担当課

水管理・国土保全局砂防部
砂防計画課

事業
主体

山梨県

主な事業
の諸元

砂防堰堤

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和9年度

総事業費
（億円）

4.4

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・事業区域では、台風及び度重なる降雨等により流域には渓岸浸食等により河道内に異常堆積した土砂が著しく、保全対象である、災害時要
配慮者利用施設、人家や県道十谷鬼島線が土石流等による甚大な被害が生じる恐れがあり、地域生活等や経済への影響が懸念される。

＜達成すべき目標＞
　鳥屋地域において降雨が発生した際に、土石流及び流木の発生する可能性が高い渓流において道路事業と連携した集中的な対策施設の整
備を行い、集落等への直接的な被害・防止を軽減するとともに、下流河川に流出土砂量を低減し、土砂・洪水氾濫による被害を軽減する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

令和元年度
B:総便益
(億円)

7.4 C:総費用(億円) 5.8 B/C 1.3 B-C 1.6

便益の主
な根拠

想定氾濫面積：15ha　　世帯数：7世帯　　主要交通機関：県道十谷鬼島線等

事業全体
の投資効
率性

基準年度

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、計画規模の降雨による土石流について、鰍沢コミュニティーセンター【災害時要配慮者利用施設】、人家7戸、
県道十谷鬼島線等への被害を軽減する。

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

EIRR
（％）

5.5

感度分析

全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 1.2 1.4
残工期（+10%～-10%） 1.2 1.3
資産（-10%～+10%） 1.2 1.4

＜新規事業採択時評価＞
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東沢事業間連携砂防等事業　位置図

【凡例】

●：事業箇所

位置図 山梨県

ひがしさわ

東沢
事業間連携砂防等事業

流域概要図

県道十谷鬼島線

１号計画堰堤

２号計画堰堤
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事業名
（箇所名）

国見沢事業間連携砂防等事業

実施箇所 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢

主な事業
の諸元

砂防堰堤

担当課 水管理・国土保全局砂防部 事業
主体

山梨県
担当課長名 三上幸三

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和5年度

総事業費
（億円）

2.3

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・事業区域では、台風及び度重なる降雨等により流域には渓岸浸食等により河道内に異常堆積した土砂が著しく、保全対象である、第1次緊急輸
送路である国道52号、人家及び町道が土石流等による甚大な被害が生じる恐れがあり、地域生活等や経済への影響が懸念される。

＜達成すべき目標＞
　鰍沢地域において降雨が発生した際に、土石流及び流木の発生する可能性が高い渓流において道路事業と連携した集中的な対策施設の整備
を行い、集落等への直接的な被害・防止を軽減するとともに、下流河川に流出土砂量を低減し、土砂・洪水氾濫による被害を軽減する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

残事業費（+10%～-10%） 1.0 1.3

C:総費用(億円) 2.3
EIRR
（％）

4.8

全体事業（Ｂ／Ｃ）

B-C 0.3B/C 1.1

便益の主
な根拠

想定氾濫面積：3ha　　世帯数：4世帯　 主要交通機関：国道52号【第1次緊急輸送路】等

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度
B:総便益
(億円)

2.6

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

資産（-10%～+10%） 1.1 1.2

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、計画規模の降雨による土石流について、国道52号【第1次緊急輸送路】、人家4戸、町道等への被害を軽減する。

感度分析
残工期（+10%～-10%） 1.1 1.1

＜新規事業採択時評価＞
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国見沢事業間連携砂防等事業　位置図

【凡例】

●：事業箇所

位置図 山梨県

くに み さわ

国見沢
事業間連携砂防等事業

流域概要図
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事業名
（箇所名）

大津賀沢事業間連携砂防等事業

実施箇所 山梨県南巨摩郡身延町上田原

主な事業
の諸元

砂防堰堤

担当課 水管理・国土保全局砂防部 事業
主体

山梨県
担当課長名 三上幸三

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和6年度

総事業費
（億円）

3.3

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・事業区域では、台風及び度重なる降雨等により流域には渓岸浸食等により河道内に異常堆積した土砂が著しく、保全対象である、県道割子切石
線、人家及び町道が土石流等による甚大な被害が生じる恐れがあり、地域生活等や経済への影響が懸念される。

＜達成すべき目標＞
　上田原地域において降雨が発生した際に、土石流及び流木の発生する可能性が高い渓流において道路事業と連携した集中的な対策施設の整
備を行い、集落等への直接的な被害・防止を軽減するとともに、下流河川に流出土砂量を低減し、土砂・洪水氾濫による被害を軽減する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

残事業費（+10%～-10%） 2.0 2.4

C:総費用(億円) 3.5
EIRR
（％）

9.9

全体事業（Ｂ／Ｃ）

B-C 4.2B/C 2.2

便益の主
な根拠

想定氾濫面積：16ha　　世帯数：10世帯　　重要公共施設：2施設　主要交通機関：県道割子切石線、町道等

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度
B:総便益
(億円)

7.7

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

資産（-10%～+10%） 2.1 2.3

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、計画規模の降雨による土石流について、県道割子切石線、人家10戸、町道等への被害を軽減する。

感度分析
残工期（+10%～-10%） 2.2 2.2

＜新規事業採択時評価＞
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大津賀沢事業間連携砂防等事業　位置図

【凡例】

●：事業箇所

位置図 山梨県

おお つ が さわ

大津賀沢
事業間連携砂防等事業

県道割子切石線

流域概要図

計画堰堤
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事業名
（箇所名）

下天神沢川事業間連携砂防等事業

実施箇所 山梨県南巨摩郡身延町飯富

主な事業
の諸元

砂防堰堤

担当課 水管理・国土保全局砂防部 事業
主体

山梨県
担当課長名 三上幸三

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和7年度

総事業費
（億円）

3.5

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・事業区域では、台風及び度重なる降雨等により流域には渓岸浸食等により河道内に異常堆積した土砂が著しく、保全対象である、災害時要配慮
者利用施設、人家や第1次緊急輸送路である国道52号が土石流等による甚大な被害が生じる恐れがあり、地域生活等や経済への影響が懸念さ
れる。

＜達成すべき目標＞
　飯富地域において降雨が発生した際に、土石流及び流木の発生する可能性が高い渓流において道路事業と連携した集中的な対策施設の整備
を行い、集落等への直接的な被害・防止を軽減するとともに、下流河川に流出土砂量を低減し、土砂・洪水氾濫による被害を軽減する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

残事業費（+10%～-10%） 4.6 5.7

C:総費用(億円) 3.7
EIRR
（％）

34.1

全体事業（Ｂ／Ｃ）

B-C 15.0B/C 5.1

便益の主
な根拠

想定氾濫面積：70ha　　世帯数：61世帯　災害時要配慮者利用施設：飯富病院　主要交通機関：国道52号【第1次緊急輸送路】等

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度
B:総便益
(億円)

19

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

資産（-10%～+10%） 4.7 5.9

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、計画規模の降雨による土石流について、飯富病院【災害時要配慮者利用施設】、人家61戸、国道52号【第1次緊
急輸送路】等への被害を軽減する。

感度分析
残工期（+10%～-10%） 6.4 3.7

＜新規事業採択時評価＞
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下天神沢川事業間連携砂防等事業　位置図

【凡例】

●：事業箇所

位置図 山梨県

しもてんじんさわがわ

下天神沢川
事業間連携砂防等事業

【流域概要図】

公民館（避難

所）

計画堰堤
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事業名
（箇所名）

矢名沢事業間連携砂防等事業

実施箇所 山梨県都留市戸沢

主な事業
の諸元

砂防堰堤

担当課 水管理・国土保全局砂防部 事業
主体

山梨県
担当課長名 三上幸三

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和7年度

総事業費
（億円）

3.2

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・事業区域では、台風及び度重なる降雨等により流域には渓岸浸食等により河道内に異常堆積した土砂が著しく、保全対象である、人家や県道戸
沢谷村線が土石流等による甚大な被害が生じる恐れがあり、地域生活等や経済への影響が懸念される。

＜達成すべき目標＞
　鳥屋地域において降雨が発生した際に、土石流及び流木の発生する可能性が高い渓流において道路事業と連携した集中的な対策施設の整備
を行い、集落等への直接的な被害・防止を軽減するとともに、下流河川に流出土砂量を低減し、土砂・洪水氾濫による被害を軽減する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

残事業費（+10%～-10%） 4.5 5.0

C:総費用(億円) 7.0
EIRR
（％）

21.3

全体事業（Ｂ／Ｃ）

B-C 26.0B/C 4.7

便益の主
な根拠

想定氾濫面積：110ha　　世帯数：38世帯　主要交通機関：県道戸沢谷村線等

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度
B:総便益
(億円)

33

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

資産（-10%～+10%） 4.4 5.0

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、計画規模の降雨による土石流について、県道戸沢谷村線、人家38戸等への被害を軽減する。

感度分析
残工期（+10%～-10%） 4.7 4.8

＜新規事業採択時評価＞
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矢名沢事業間連携砂防等事業　位置図

【凡例】

●：事業箇所

位置図 山梨県

や な さわ

矢名沢
事業間連携砂防等事業

計画堰堤

県道711号線

渓流保全工

流域概要図
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～
～
～

事業名
（箇所名）

下谷沢事業間連携砂防等事業

実施箇所 山梨県都留市下谷

主な事業
の諸元

砂防堰堤

担当課 水管理・国土保全局砂防部 事業
主体

山梨県
担当課長名 三上幸三

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和4年度

総事業費
（億円）

1.3

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・事業区域では、台風及び度重なる降雨等により流域には渓岸浸食等により河道内に異常堆積した土砂が著しく、保全対象である、人家や要配慮
者利用施設、県道戸沢谷村線が土石流等による甚大な被害が生じる恐れがあり、地域生活等や経済への影響が懸念される。

＜達成すべき目標＞
　下谷地域において降雨が発生した際に、土石流及び流木の発生する可能性が高い渓流において道路事業と連携した集中的な対策施設の整備
を行い、集落等への直接的な被害・防止を軽減するとともに、下流河川に流出土砂量を低減し、土砂・洪水氾濫による被害を軽減する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

残事業費（+10%～-10%） 2.0 2.2

C:総費用(億円) 4
EIRR
（％）

9

全体事業（Ｂ／Ｃ）

B-C 4.4B/C 2.1

便益の主
な根拠

想定氾濫面積：21ha　災害時要配慮者利用施設都：留市保健福祉センター　　主要交通機関：県道戸沢谷村線等

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度
B:総便益
(億円)

8.4

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

資産（-10%～+10%） 1.9 2.3

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、計画規模の降雨による土石流について、都留市保健福祉センター【災害時要配慮者利用施設】、人家1戸、県道
戸沢谷村線等への被害を軽減する。

感度分析
残工期（+10%～-10%） 1.9 2.3

＜新規事業採択時評価＞
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下谷沢事業間連携砂防等事業　位置図

【凡例】

●：事業箇所

位置図 山梨県

しも や さわ

下谷沢
事業間連携砂防等事業

県道711号線
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～
～
～

事業名
（箇所名）

幕沢事業間連携砂防等事業

実施箇所 山梨県都留市朝日馬場

主な事業
の諸元

砂防堰堤

担当課 水管理・国土保全局砂防部 事業
主体

山梨県
担当課長名 三上幸三

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和9年度

総事業費
（億円）

5.7

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・事業区域では、台風及び度重なる降雨等により流域には渓岸浸食等により河道内に異常堆積した土砂が著しく、保全対象である、人家や県道
四日市場上野原線が土石流等による甚大な被害が生じる恐れがあり、地域生活等や経済への影響が懸念される。

＜達成すべき目標＞
　朝日馬場地域において降雨が発生した際に、土石流及び流木の発生する可能性が高い渓流において道路事業と連携した集中的な対策施設の
整備を行い、集落等への直接的な被害・防止を軽減するとともに、下流河川に流出土砂量を低減し、土砂・洪水氾濫による被害を軽減する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

残事業費（+10%～-10%） 1.7 2.1

C:総費用(億円) 5.4
EIRR
（％）

8.8

全体事業（Ｂ／Ｃ）

B-C 4.6B/C 1.9

便益の主
な根拠

想定氾濫面積：47ha　　世帯数：22世帯　主要交通機関：県道四日市場上野原線【第2次緊急輸送路】等

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度
B:総便益
(億円)

10

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

資産（-10%～+10%） 1.7 2.0

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、計画規模の降雨による土石流について、県道四日市場上野原線、人家22戸等への被害を軽減する。

感度分析
残工期（+10%～-10%） 2.2 1.7

＜新規事業採択時評価＞
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幕沢事業間連携砂防等事業　位置図

【凡例】

●：事業箇所

位置図 山梨県

まくさわ

幕沢
事業間連携砂防等事業

(主)四日市場上野原線

計画堰堤

計画堰堤

流域概要図
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～
～
～

事業名
（箇所名）

糖蒔沢事業間連携砂防等事業

実施箇所 山梨県都留市鹿留

主な事業
の諸元

砂防堰堤

担当課 水管理・国土保全局砂防部 事業
主体

山梨県
担当課長名 三上幸三

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和9年度

総事業費
（億円）

4.9

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・事業区域では、台風及び度重なる降雨等により流域には渓岸浸食等により河道内に異常堆積した土砂が著しく、保全対象である、人家や県道大
野夏狩線が土石流等による甚大な被害が生じる恐れがあり、地域生活等や経済への影響が懸念される。

＜達成すべき目標＞
　鹿留地域において降雨が発生した際に、土石流及び流木の発生する可能性が高い渓流において道路事業と連携した集中的な対策施設の整備
を行い、集落等への直接的な被害・防止を軽減するとともに、下流河川に流出土砂量を低減し、土砂・洪水氾濫による被害を軽減する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

残事業費（+10%～-10%） 1.0 1.3

C:総費用(億円) 4.6
EIRR
（％）

4.7

全体事業（Ｂ／Ｃ）

B-C 0.6B/C 1.1

便益の主
な根拠

想定氾濫面積：63ha　世帯数：10世帯　主要交通機関：県道大野夏狩線、市道等

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度
B:総便益
(億円)

5.2

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

資産（-10%～+10%） 1.1 1.2

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、計画規模の降雨による土石流について、人家10戸、県道大野夏狩線等への被害を軽減する。

感度分析
残工期（+10%～-10%） 1.2 1.0

＜新規事業採択時評価＞
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糠蒔沢事業間連携砂防等事業　位置図

【凡例】

●：事業箇所

位置図 山梨県

ぬかまきさわ

糠蒔沢
事業間連携砂防等事業
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流域概要図

市道

計画堰堤

県道 大野夏狩線

計画堰堤
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～
～
～

事業名
（箇所名）

唐沢事業間連携砂防等事業

実施箇所 山梨県都留市大幡

主な事業
の諸元

砂防堰堤

担当課 水管理・国土保全局砂防部 事業
主体

山梨県
担当課長名 三上幸三

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和9年度

総事業費
（億円）

3.0

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・事業区域では、台風及び度重なる降雨等により流域には渓岸浸食等により河道内に異常堆積した土砂が著しく、保全対象である、人家や県道高
畑谷村停車場線が土石流等による甚大な被害が生じる恐れがあり、地域生活等や経済への影響が懸念される。

＜達成すべき目標＞
　大幡地域において降雨が発生した際に、土石流及び流木の発生する可能性が高い渓流において道路事業と連携した集中的な対策施設の整備
を行い、集落等への直接的な被害・防止を軽減するとともに、下流河川に流出土砂量を低減し、土砂・洪水氾濫による被害を軽減する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

残事業費（+10%～-10%） 1.3 1.6

C:総費用(億円) 2.9
EIRR
（％）

6.4

全体事業（Ｂ／Ｃ）

B-C 1.2B/C 1.4

便益の主
な根拠

想定氾濫面積：109ha　世帯数：11世帯　主要交通機関：県道高畑谷村線、市道等

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度
B:総便益
(億円)

4.1

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

資産（-10%～+10%） 1.3 1.5

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、計画規模の降雨による土石流について、人家11戸、県道高畑谷村線等への被害を軽減する。

感度分析
残工期（+10%～-10%） 1.7 1.2

＜新規事業採択時評価＞
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唐沢事業間連携砂防等事業　位置図

【凡例】

●：事業箇所

位置図 山梨県

からさわ

唐沢
事業間連携砂防等事業

計画堰堤

県道 高畑谷村停車場線

流域概要図
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～
～
～

事業名
（箇所名）

菅口沢事業間連携砂防等事業

実施箇所 山梨県甲斐市上菅口

主な事業
の諸元

砂防堰堤

担当課 水管理・国土保全局砂防部 事業
主体

山梨県
担当課長名 三上幸三

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和8年度

総事業費
（億円）

3.9

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・事業区域では、台風及び度重なる降雨等により流域には渓岸浸食等により河道内に異常堆積した土砂が著しく、保全対象である、人家や県道甲
斐竜王線が土石流等による甚大な被害が生じる恐れがあり、地域生活等や経済への影響が懸念される。

＜達成すべき目標＞
　上菅口地域において降雨が発生した際に、土石流及び流木の発生する可能性が高い渓流において道路事業と連携した集中的な対策施設の整
備を行い、集落等への直接的な被害・防止を軽減するとともに、下流河川に流出土砂量を低減し、土砂・洪水氾濫による被害を軽減する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

残事業費（+10%～-10%） 2.2 2.7

C:総費用(億円) 4
EIRR
（％）

10.8

全体事業（Ｂ／Ｃ）

B-C 5.6B/C 2.4

便益の主
な根拠

想定氾濫面積：70ha　世帯数：13世帯　主要交通機関：県道甲斐竜王線、市道等

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度
B:総便益
(億円)

9.6

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

資産（-10%～+10%） 2.3 2.5

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、計画規模の降雨による土石流について、人家13戸、県道甲斐竜王線等への被害を軽減する。

感度分析
残工期（+10%～-10%） 1.6 2.4

＜新規事業採択時評価＞
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菅口沢事業間連携砂防等事業　位置図

【凡例】

●：事業箇所

位置図 山梨県

すげぐちさわ

菅口沢
事業間連携砂防等事業

計画堰堤

流域概要図

計画堰堤
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～
～
～

事業名
（箇所名）

吉沢事業間連携砂防等事業

実施箇所 山梨県甲斐市吉沢

主な事業
の諸元

砂防堰堤

担当課 水管理・国土保全局砂防部 事業
主体

山梨県
担当課長名 三上幸三

事業期間 事業採択 令和2年度 完了 令和9年度

総事業費
（億円）

6.7

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・事業区域では、台風及び度重なる降雨等により流域には渓岸浸食等により河道内に異常堆積した土砂が著しく、保全対象である、人家や県道甲
府昇仙峡線が土石流等による甚大な被害が生じる恐れがあり、地域生活等や経済への影響が懸念される。

＜達成すべき目標＞
　吉沢地域において降雨が発生した際に、土石流及び流木の発生する可能性が高い渓流において道路事業と連携した集中的な対策施設の整備
を行い、集落等への直接的な被害・防止を軽減するとともに、下流河川に流出土砂量を低減し、土砂・洪水氾濫による被害を軽減する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

残事業費（+10%～-10%） 1.4 1.8

C:総費用(億円) 5.7
EIRR
（％）

7.1

全体事業（Ｂ／Ｃ）

B-C 3.7B/C 1.6

便益の主
な根拠

想定氾濫面積：44ha　世帯数：24世帯　主要交通機関：県道甲府昇仙峡線、市道等

事業全体
の投資効
率性

基準年度 令和元年度
B:総便益
(億円)

9.4

その他
＜第三者委員会の意見・反映内容＞
砂防関係事業の評価手法に関する検討会の大野教授、小山内教授らより、令和2年度からの事業化が妥当であるとの意見をいただいた。

資産（-10%～+10%） 1.3 1.7

事業の効
果等

　当該事業を実施することにより、計画規模の降雨による土石流について、人家24戸、県道甲府昇仙峡線等への被害を軽減する。

感度分析
残工期（+10%～-10%） 1.6 1.6

＜新規事業採択時評価＞
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吉沢事業間連携砂防等事業　位置図

【凡例】

●：事業箇所

位置図 山梨県

きっさわ

吉沢
事業間連携砂防等事業

流域概要図

計画堰堤

計画堰堤
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